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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】 

2021年2月17日提出の有価証券届出書（2021年2月18日及び同年3月1日提出の有価証券届出書

の訂正届出書により訂正済み）の記載事項のうち、2021年3月30日に有価証券報告書（第7期 

自2020年7月1日 至2020年12月31日）を関東財務局長へ提出したことに伴い、当該有価証券報

告書を参照書類とし、併せてこれに関連する事項を訂正するとともに、添付書類の一部を訂正

及び削除するため、本有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。 

２【訂正事項】 

第二部 参照情報 

第１ 参照書類 

１ 有価証券報告書及びその添付書類 

３ 臨時報告書 

第２ 参照書類の補完情報 

（添付書類の訂正） 

投資法人の目的及び基本的性格並びに主要な経営指標等の推移 

（添付書類の削除） 

第7期計算期間（2020年7月1日から2020年12月31日まで）の業績の概要 

３【訂正箇所】 

訂正箇所は、 罫で示してあります。 
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第二部【参照情報】 

第１【参照書類】 

１【有価証券報告書及びその添付書類】 

＜訂正前＞ 

計算期間 第6期（自 2020年1月1日 至 2020年6月30日） 2020年9月28日関東財務局長に提出 

＜訂正後＞ 

計算期間 第7期（自 2020年7月1日 至 2020年12月31日） 2021年3月30日関東財務局長に提

出 

３【臨時報告書】 

＜訂正前＞ 

上記1の有価証券報告書提出後、本書提出日（2021年2月17日）までに、金商法第24条の5第4項並

びに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令（平成5年大蔵省令第22号。その後の改正を含

みます。）第29条第1項及び同条第2項第3号に基づき、2020年12月16日に、臨時報告書を関東財務

局長に提出 

＜訂正後＞ 

該当事項はありません。 

第２【参照書類の補完情報】 

＜訂正前＞ 

本書の参照書類である2020年9月28日付の有価証券報告書（以下「参照有価証券報告書」といい

ます。）に関して、本書の日付現在までに補完すべき情報は、以下に記載のとおりです。 

 以下の文中に記載の事項を除き、参照有価証券報告書に記載されている事項については、本書

の日付現在、変更がないと判断しています。 

 なお、以下の文中における将来に関する事項は、別段の記載のない限り、本書の日付現在にお

いて本投資法人が判断したものです。 

＜訂正後＞ 

本書の参照書類である2021年3月30日付の有価証券報告書（以下「参照有価証券報告書」といい

ます。）に関して、本書の日付現在までに補完すべき情報は、以下に記載のとおりです。 

 以下の文中に記載の事項を除き、参照有価証券報告書に記載されている事項については、本書

の日付現在、変更がないと判断しています。 

 なお、以下の文中における将来に関する事項は、別段の記載のない限り、2021年2月17日の時点

において本投資法人が判断したものです。 

１ 投資方針 

① インベストメント・ハイライト

(ハ) オファリング・ハイライト

b. 太陽光パネルのグローバルトップ5企業(注1)であるカナディアン・ソーラー・グループ(注2)

からの強力なスポンサー・サポート 

i. 本投資法人の成長を支える充実したスポンサーパイプライン
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＜訂正前＞ 

（前略） 

なお、カナディアン・ソーラー・グループは、2021年2月、パートナー企業とともに、日本に所

在する再エネ発電設備等への投資を行うシンガポール法人（以下「本シンガポールファンド」と

いいます。）を設立したことを公表しました。本シンガポールファンドは、シンガポール通貨庁

の監督の元、税務上の優遇を受ける投資会社としての認可を受けて運営が行われています。本シ

ンガポールファンドは、日本に所在する再エネ発電設備等を所有するスポンサー・グループのSPC

への匿名組合出資（以下本i.において、当該出資に係る持分を「本匿名組合出資持分」といいま

す。）を通じて、再エネ発電設備等への投資を行います。カナディアン・ソーラー・グループは、

本シンガポールファンドを通じて、スポンサー・グループの再エネ発電設備等の開発に要する十

分な資金を確保し、タイムリーに資金を提供することで、スポンサーパイプラインの充実を図る

予定です。 

現在、本シンガポールファンドと本投資法人は、両当事者の利益を最大化するために、本匿名

組合出資持分について本投資法人が優先交渉権（以下本i.において、「本優先交渉権」といいま

す。）を取得すること等の交渉を継続しています。交渉の結果、本投資法人及び本資産運用会社

が本優先交渉権を取得することになれば、本シンガポールファンドが本匿名組合出資持分の譲渡

を検討している場合、本投資法人及び本資産運用会社は、本シンガポールファンドから本匿名組

合出資持分に関する情報を優先的に提供され、また、本投資法人が本匿名組合出資持分の取得を

優先的に交渉する権利を付与されることになります。ただし、交渉の結果、本投資法人及び本資

産運用会社が本優先交渉権を取得できるとは限りません。かかる交渉に係るリスクの詳細につい

ては、後記「3. 投資リスク (1) リスク要因 ② 本投資法人の運用方針に関するリスク (ヘ) 

匿名組合出資持分に関する優先交渉権を取得することができないリスク」をご参照ください。 

（後略） 

＜訂正後＞ 

（前略） 

（削除） 

（後略） 

② 再生可能エネルギーを取り巻く環境

(ロ) 再生可能エネルギー発電事業の安定的キャッシュ・フローを支える固定価格買取制度の見

直しの動向 

b. 発電側基本料金導入の検討

＜訂正前＞ 

 発電側基本料金とは、需要家である小売電気事業者が現在、託送料金として負担している系

統・送配電設備のための固定費について、系統利用者である発電事業者にもその一部を負担させ

るべく、kW単位の基本料金として課金するもので、導入に向けて検討が進められています。発電

側基本料金の詳細設計については、2020年度に入って公式の場での議論は一旦中断していました

が、2020年7月に、梶山経済産業大臣が、発電側基本料金について、基幹送電線の利用ルールの抜

本見直しと整合的な仕組みとなるよう、見直しを指示したことを受け、経済産業省において検討

が行われ、2020年12月15日に開催された、電力ガス取引監視等委員会の第53回制度設計専門会合

において議論が再開されました。発電側基本料金が導入された場合の発電事業者への影響につい

ては、後記「3. 投資リスク (1) リスク要因 ⑥ 発電事業に係る操業リスク (ヘ) 電気事業法

上の発電事業者に対する規制等に関するリスク」をご参照ください。
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＜訂正後＞ 

 発電側基本料金とは、需要家である小売電気事業者が現在、託送料金として負担している系

統・送配電設備のための固定費について、系統利用者である発電事業者にもその一部を負担させ

るべく、kW単位の基本料金として課金するもので、導入に向けて検討が進められています。発電

側基本料金の詳細設計については、2020年度に入って公式の場での議論は一旦中断していました

が、2020年7月に、梶山経済産業大臣が、発電側基本料金について、基幹送電線の利用ルールの抜

本見直しと整合的な仕組みとなるよう、見直しを指示したことを受け、経済産業省において検討

が行われ、2020年12月15日に開催された、電力ガス取引監視等委員会の第53回制度設計専門会合

において議論が再開されました。発電側基本料金が導入された場合の発電事業者への影響につい

ては、参照有価証券報告書「第一部 ファンド情報 第１ファンドの状況 3. 投資リスク (1) 

リスク要因 ⑥ 発電事業に係る操業リスク (ヘ) 電気事業法上の発電事業者に対する規制等に

関するリスク」をご参照ください。 

３ 投資リスク 

＜訂正前＞ 

 参照有価証券報告書の「投資リスク」に記載された事項について、2020年9月28日以降、本書の

日付現在までの間に生じた重要な変更又は追加は下記のとおりです。下記の記載には将来に関す

る事項が記載されていますが、当該事項は本書の日付現在において判断したものです。 

 また、参照有価証券報告書には将来に関する事項が記載されていますが、当該事項は下記の記

載を除き本書の日付現在においてもその判断に変更はありません。 

 以下は参照有価証券報告書「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 3 投資リスク」に記

載された事項の全文を記載しています。なお、参照有価証券報告書提出日後、その内容について

変更又は追加があった箇所は下線で示しています。 

「（１）リスク要因 ① 本投資証券又は本投資法人債の商品性に関するリスク (イ) 本投

資証券の市場価格の変動に関するリスク」から「（１）リスク要因 ⑩ その他 (ニ) 固定

資産の減損に係る会計基準の適用に伴うリスク」の記載内容省略 

(ホ) 第7期取得資産及び取得予定資産に係る過去の業績が将来の本投資法人の発電状況と一致

しないリスク 

 本書に記載されている第7期取得資産及び取得予定資産に関する本投資法人による取得前におけ

る実績は、第7期取得資産又は取得予定資産の前所有者又は現所有者等から取得した数値及び情報

（会計監査等の手続は経ていません。）を原則としてそのまま記載したものであり、あくまでも

参考情報に過ぎず、当該数値又は情報は不完全又は不正確であるおそれがあります。 

 本投資法人による取得前における実績については、日本において一般的に公正妥当と認められ

る企業会計の基準により規定された指標ではありません。また、当該実績は、本投資法人が採用

する会計処理等と同一の方法で算出されたものとは限らず、第7期取得資産及び取得予定資産につ

いて、前提となる状況が本投資法人による取得後と同一とも限りません。したがって、これらの

情報は、当該資産における今後の実績と必ずしも一致せず、それらを担保、保証又は予測するも

のでもなく、場合によっては大幅に乖離する可能性もあります。 

「（２）投資リスクに対する管理体制」の記載内容省略 

＜訂正後＞ 

参照有価証券報告書の「投資リスク」に記載された事項について、2021年3月30日以降、本書の
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日付現在までの間に生じた重要な追加は下記のとおりです。下記の記載には将来に関する事項が

記載されていますが、当該事項は本書の日付現在において判断したものです。 

 また、参照有価証券報告書には将来に関する事項が記載されていますが、当該事項は下記の記

載を除き本書の日付現在においてもその判断に変更はありません。 

「（１）リスク要因 ① 本投資証券又は本投資法人債の商品性に関するリスク (イ) 本投

資証券の市場価格の変動に関するリスク」から「（１）リスク要因 ⑩ その他 (ニ) 固定

資産の減損に係る会計基準の適用に伴うリスク」の記載内容全文削除 

第7期取得資産及び取得予定資産に係る過去の業績が将来の本投資法人の発電状況と一致しないリ

スク

本書に記載されている第7期取得資産及び取得予定資産に関する本投資法人による取得前におけ

る実績は、第7期取得資産又は取得予定資産の前所有者又は現所有者等から取得した数値及び情報

（会計監査等の手続は経ていません。）を原則としてそのまま記載したものであり、あくまでも

参考情報に過ぎず、当該数値又は情報は不完全又は不正確であるおそれがあります。 

 本投資法人による取得前における実績については、日本において一般的に公正妥当と認められ

る企業会計の基準により規定された指標ではありません。また、当該実績は、本投資法人が採用

する会計処理等と同一の方法で算出されたものとは限らず、第7期取得資産及び取得予定資産につ

いて、前提となる状況が本投資法人による取得後と同一とも限りません。したがって、これらの

情報は、当該資産における今後の実績と必ずしも一致せず、それらを担保、保証又は予測するも

のでもなく、場合によっては大幅に乖離する可能性もあります。 

「（２）投資リスクに対する管理体制」の記載内容全文削除 

「４ 本資産運用会社における取締役の選任」から「９ 本投資法人の規約の一部変更及び役員

の選任に関する議案の提出」 

＜訂正前＞ 

（記載内容省略） 

＜訂正後＞ 

（記載内容全文削除） 

（添付書類） 

「投資法人の目的及び基本的性格並びに主要な経営指標等の推移」の「２．主要な経営指標等の推移」

に第7期の金額及び数値を追加 

「第7期計算期間（2020年7月1日から2020年12月31日まで）の業績の概要」を削除 


